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社会福祉施設における検査の実施の更なる推進について（調査依頼）

日ごろから本県の感染症対策にご協力いただきありがとうございます。

さて、県内における新型コロナウイルス感染症の感染状況を鑑み、検査の実施の更なる推進として、

社会福祉施設を対象にした集中的検査の実施を検討しております。

実施方法については、抗原定性検査キットによる頻回検査を想定しており、実施結果は県に報告いた

だくこととなります。

つきましては、貴施設での検査実施の意向及び実施する場合の対象人数について調査を行いますので、

令和４年９月 22 日（木）12時までに、高知県電子申請システム（直接リンク https://s-kantan.jp/pref-

kochi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=3850）より回答をお願いします。（※令和４年９月

16 日 15 時以降に回答受付を開始します。）

なお、今回の抗原定性検査キットの配布に関しましては検討段階であり、必ずしも実施を確約するも

のではございませんので、その旨ご承知おきください。

記

【検査について】

○対象種別

・高齢者施設（※高知市内に所在する施設を除く。）

特別養護老人ホーム（地域密着型含む）、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介

護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、短期入所生

活介護、通所介護（地域密着型含む）、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規

模多機能型居宅介護、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護（みなし除く）、定期巡回・随時対応型訪

問介護看護、居宅介護支援

・障害児者施設（※高知市内に所在する施設を除く。）

療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助、児童発達

支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、障害者支援施設、障害児入所施設（居宅介護、重

度訪問介護、同行援護、行動援護は高齢者施設としてご回答ください。）

・児童福祉施設

乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、自立援助ホーム、児童家庭支援セン

ター、母子生活支援施設、ファミリーホーム

○対 象 者：職員（※事務職員等を含む。）

○検査期間：10 月以降より３ヶ月程度

○検査頻度：週２～３回程度

【留意事項】

・検討段階のため、開始時期については遅くなる可能性があります。

・検査キットの配布の実施が決まりましたら、希望施設に対して改めてご連絡いたします。

【問合せ先】

（高齢者施設） 高知県子ども・福祉政策部長寿社会課 橋本、杉山 TEL:088-823-9632

（障害者施設） 高知県子ども・福祉政策部障害福祉課 田村（由）、中山 TEL:088-823-9635

（児童福祉施設）高知県子ども・福祉政策部子ども家庭課 小松、加用 TEL:088-823-9655
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